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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明器具に電波でコマンドを送信することで前記照明器具を制御する照明コントローラ
であって、
　前記照明器具と電波で通信する通信部と、
　操作指示を取得する操作部と、
　前記操作部による前記操作指示の取得状態に応じてコマンドを生成し、生成した前記コ
マンドを、前記通信部を介して前記照明器具に送信する制御部とを備え、
　前記制御部は、前記取得状態に応じて第１コマンドを生成した場合には、生成した前記
第１コマンドを第１送信間隔で前記照明器具に繰り返し送信し、前記取得状態に応じて第
２コマンドを生成した場合には、生成した前記第２コマンドを前記第１送信間隔とは異な
る第２送信間隔で前記照明器具に繰り返し送信し、
　前記第１コマンドは、前記照明器具の状態を速やかに変更する必要があるコマンドとし
て予め定められたコマンドであって、前記照明器具の明るさを変更するための第１調光コ
マンドであり、
　前記第２コマンドは、前記照明器具の状態を速やかに変更する必要がないコマンドとし
て予め定められたコマンドであって、前記照明器具の明るさを維持するための第２調光コ
マンドであり、
　前記第１送信間隔は、前記第２送信間隔よりも短い
　照明コントローラ。
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【請求項２】
　前記制御部は、前記操作部によって前記照明器具の明るさを変更する操作指示が取得さ
れた場合に、前記第１コマンドを生成して前記第１送信間隔で前記照明器具に繰り返し送
信し、前記操作部が、一定時間以上、操作指示を取得していない状態である場合に、前記
第２コマンドを生成して前記第２送信間隔で前記照明器具に繰り返し送信する
　請求項１記載の照明コントローラ。
【請求項３】
　前記操作部は、前記照明器具の明るさを変更するための調光ボタン、及び、前記照明コ
ントローラの動作をオンオフするオンオフボタンを有し、前記調光ボタン又は前記オンオ
フボタンに対する操作を、前記照明器具の明るさを変更する操作指示として、取得する
　請求項２記載の照明コントローラ。
【請求項４】
　前記第１調光コマンドには、前記照明器具の明るさを指定するパラメータが含まれ、
　前記第１送信間隔で繰り返し送信される前記第１調光コマンドのそれぞれには、前記照
明器具の明るさを段階的に変化させるための異なるパラメータが含まれる
　請求項１～３のいずれか１項に記載の照明コントローラ。
【請求項５】
　照明器具に電波でコマンドを送信することで前記照明器具を制御する照明コントローラ
による照明器具の制御方法であって、
　操作指示の取得状態に応じてコマンドを生成し、生成した前記コマンドを前記照明器具
に送信する制御ステップを含み、
　前記制御ステップでは、前記取得状態に応じて第１コマンドを生成した場合には、生成
した前記第１コマンドを第１送信間隔で前記照明器具に繰り返し送信し、前記取得状態に
応じて第２コマンドを生成した場合には、生成した前記第２コマンドを前記第１送信間隔
とは異なる第２送信間隔で前記照明器具に繰り返し送信し、
　前記第１コマンドは、前記照明器具の状態を速やかに変更する必要があるコマンドとし
て予め定められたコマンドであって、前記照明器具の明るさを変更するための第１調光コ
マンドであり、
　前記第２コマンドは、前記照明器具の状態を速やかに変更する必要がないコマンドとし
て予め定められたコマンドであって、前記照明器具の明るさを維持するための第２調光コ
マンドであり、
　前記第１送信間隔は、前記第２送信間隔よりも短い
　照明器具の制御方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明コントローラ、及び照明器具の制御方法に関し、特に、照明器具に電波
でコマンドを送信することで照明器具を制御する照明コントローラ等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、照明器具に電波でコマンドを送信することで照明器具を調光する照明コントロー
ラ（あるいは無線親機）が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１の技術では、無線親機は、無線子機を備える照明器具に対して周期的に調光
制御信号を送信し、送信の空き時間において無線子機から送信されてくる監視データを受
信する。これにより、通信速度を高速にすることなく、１組の無線機で制御信号の伝送だ
けでなく監視データの伝送も可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００６－１４０７６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の技術では、近い場所に複数の無線親機が設けられた場合に
は、複数の無線親機からの調光制御信号が干渉（電波干渉）し、照明器具が正しく制御さ
れないケースが生じ得る。そのために、ある場所に無線親機を設置した場合には、その無
線親機からの電波が届く範囲内には別の無線親機を設置することができないという問題が
ある。
【０００６】
　そこで、本発明は、電波が届く範囲内に複数の照明コントローラを設置した場合であっ
ても照明コントローラが発するコマンドの干渉が生じにくいことを確保できる照明コント
ローラ、及び照明器具の制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る照明コントローラの一形態は、照明器具に電
波でコマンドを送信することで前記照明器具を制御する照明コントローラであって、前記
照明器具と電波で通信する通信部と、操作指示を取得する操作部と、前記操作部による前
記操作指示の取得状態に応じてコマンドを生成し、生成した前記コマンドを、前記通信部
を介して前記照明器具に送信する制御部とを備え、前記制御部は、前記取得状態に応じて
第１コマンドを生成した場合には、生成した前記第１コマンドを第１送信間隔で前記照明
器具に繰り返し送信し、前記取得状態に応じて第２コマンドを生成した場合には、生成し
た前記第２コマンドを前記第１送信間隔とは異なる第２送信間隔で前記照明器具に繰り返
し送信し、前記第１コマンドは、前記照明器具の状態を速やかに変更する必要があるコマ
ンドとして予め定められたコマンドであって、前記照明器具の明るさを変更するための第
１調光コマンドであり、前記第２コマンドは、前記照明器具の状態を速やかに変更する必
要がないコマンドとして予め定められたコマンドであって、前記照明器具の明るさを維持
するための第２調光コマンドであり、前記第１送信間隔は、前記第２送信間隔よりも短い
。 
【０００８】
　また、本発明に係る照明器具の制御方法の一形態は、照明器具に電波でコマンドを送信
することで前記照明器具を制御する照明コントローラによる照明器具の制御方法であって
、操作指示の取得状態に応じてコマンドを生成し、生成した前記コマンドを前記照明器具
に送信する制御ステップを含み、前記制御ステップでは、前記取得状態に応じて第１コマ
ンドを生成した場合には、生成した前記第１コマンドを第１送信間隔で前記照明器具に繰
り返し送信し、前記取得状態に応じて第２コマンドを生成した場合には、生成した前記第
２コマンドを前記第１送信間隔とは異なる第２送信間隔で前記照明器具に繰り返し送信し
、前記第１コマンドは、前記照明器具の状態を速やかに変更する必要があるコマンドとし
て予め定められたコマンドであって、前記照明器具の明るさを変更するための第１調光コ
マンドであり、前記第２コマンドは、前記照明器具の状態を速やかに変更する必要がない
コマンドとして予め定められたコマンドであって、前記照明器具の明るさを維持するため
の第２調光コマンドであり、前記第１送信間隔は、前記第２送信間隔よりも短い。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る照明コントローラ、及び照明器具の制御方法により、電波が届く範囲内に
複数の照明コントローラを設置した場合であっても、従来よりも、照明コントローラが発
するコマンドの干渉が生じにくい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態における照明システムの構成を示す外観図
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【図２】図１に示された照明コントローラ及び照明器具の構成を示すブロック図
【図３】実施の形態の照明システムにおける照明コントローラの特徴的な動作を示すフロ
ーチャート
【図４】実施の形態の照明システムにおける照明コントローラが繰り返し調光コマンドを
送信するケースの具体例を示す図
【図５】図４の「Ｕｐボタンの短押し」の操作がされた場合の照明コントローラと照明器
具とのやりとりを示す通信シーケンス図
【図６】図４の「Ｕｐボタンの長押し」の操作がされた場合の照明コントローラと照明器
具とのやりとりを示す通信シーケンス図
【図７】図４の「無操作」の場合における照明コントローラと照明器具とのやりとりを示
す通信シーケンス図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明
する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。以下の実施の
形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステッ
プ、ステップの順序等は、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実
施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されてい
ない構成要素については、より好ましい形態を構成する任意の構成要素として説明される
。
【００１２】
　図１は、実施の形態における照明システム１０の構成を示す外観図である。照明システ
ム１０は、調光可能な照明光を提供するシステムであり、照明コントローラ２０及び照明
器具３０を備える。本実施の形態では、照明コントローラ２０及び照明器具３０は、無線
通信のためのペアリング（相手の識別子を記憶すること）を既に終えており、相互に無線
通信できる状態にある。
【００１３】
　照明コントローラ２０は、照明器具３０に電波でコマンドを送信することで照明器具３
０を制御する操作卓（電波リモコン）であり、例えば、部屋の壁等に固定される。
【００１４】
　照明器具３０は、照明コントローラ２０から電波で送信されてくる調光コマンドに従っ
て点灯状態を変える器具であり、例えば、ＬＥＤ照明装置である。
【００１５】
　なお、本図には照明器具３０が１つだけ示されているが、複数の照明器具が照明コント
ローラ２０によって制御されてもよい。つまり、照明システム１０は、複数の照明器具を
備えてもよい。
【００１６】
　また、図１には、１つの照明システム１０が示されているが、複数の照明システムが電
波の届く範囲内に設定されていてもよい。本実施の形態の照明システム１０では、後述す
るように、電波が届く範囲内に複数の照明コントローラを設置した場合であっても、照明
コントローラが発するコマンドの干渉が生じにくい工夫が施されている。
【００１７】
　図２は、図１に示された照明コントローラ２０及び照明器具３０の構成を示すブロック
図である。
【００１８】
　照明コントローラ２０は、操作部２１、制御部２３及び通信部２４を備える。
【００１９】
　操作部２１は、操作指示を取得する入力装置であり、本実施の形態では、図示されるよ
うに、Ｕｐボタン２１ａ、Ｄｏｗｎボタン２１ｂ、及び、Ｏｎ／Ｏｆｆボタン２１ｃを有
する。Ｕｐボタン２１ａ及びＤｏｗｎボタン２１ｂは、照明器具３０の明るさを変更する
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ための調光ボタン（それぞれ、調光レベルを上げるためのボタン、調光レベルを下げるた
めのボタン）であり、例えば、押している間だけオンになる自動復帰型スイッチである。
Ｏｎ／Ｏｆｆボタン２１ｃは、照明コントローラ２０の動作をオンオフするオンオフボタ
ンであり、例えば、押す度にオンとオフとが反転する位置保持型スイッチである。操作部
２１は、調光ボタン（Ｕｐボタン２１ａ及びＤｏｗｎボタン２１ｂ）又はオンオフボタン
（Ｏｎ／Ｏｆｆボタン２１ｃ）に対する操作を、照明器具３０の明るさを変更する操作指
示として、取得する。
【００２０】
　通信部２４は、アンテナ２５を介して照明器具３０と電波で通信する通信インタフェー
スであり、例えば、無線ＬＡＮ用の通信アダプタである。
【００２１】
　制御部２３は、操作部２１による操作指示の取得状態に応じてコマンドを生成し、生成
したコマンドを、通信部２４を介して照明器具３０に送信（あるいは、繰り返し送信）す
る回路である。制御部２３は、例えば、不揮発性メモリ、不揮発性メモリに格納された制
御プログラムを実行するプロセッサ、揮発性メモリ、入出力ポート及びタイマ等を有する
１チップマイクロコンピュータである。制御部２３は、照明器具３０の点灯状態を示す値
（例えば、調光レベル）を内部の不揮発性メモリに記憶しており、操作部２１を介して照
明器具３０の点灯状態を変更する操作を検知した場合に、不揮発性メモリに記憶された値
を更新する。
【００２２】
　なお、本実施の形態では、コマンドを繰り返し送信するケースには、次の２つのケース
が含まれる。一つは、無線通信を確実にするために、完全に同一のコマンドを繰り返し送
信するケースである。このケースでは、コマンドを受信した照明器具３０は、２回目以降
に受信したコマンドを、所定の時間間隔以下で繰り返し受信した場合には破棄し、所定の
時間間隔より長い間隔で繰り返し受信した場合には実行する。もう一つは、照明器具３０
の明るさを徐々に変化させるケースである。この場合には、コマンドに含まれる明るさを
指定するパラメータを段階的に変えながら、同種のコマンド（調光コマンド）が照明コン
トローラ２０から照明器具３０に繰り返し送信される。このようなコマンドを繰り返し受
信した照明器具３０は、コマンドに従って明るさを徐々に変化させる。
【００２３】
　ここで、制御部２３が生成するコマンドには、少なくとも、繰り返し送信する２種類の
コマンド（第１コマンド及び第２コマンド）が含まれる。つまり、制御部２３は、操作部
２１による操作指示の取得状態に応じて第１コマンドを生成した場合には、生成した第１
コマンドを第１送信間隔で照明器具に繰り返し送信する。一方、制御部２３は、操作部２
１による操作指示の取得状態に応じて第２コマンドを生成した場合には、生成した第２コ
マンドを第１送信間隔とは異なる第２送信間隔で照明器具３０に繰り返し送信する。
【００２４】
　本実施の形態では、第１コマンドは、照明器具３０の状態を速やかに変更する必要があ
るコマンドとして予め定められたコマンドである。一方、第２コマンドは、照明器具３０
の状態を速やかに変更する必要がないコマンドとして予め定められたコマンドである。そ
して、第１送信間隔は、第２送信間隔よりも短い。
【００２５】
　具体的には、第１コマンドは、照明器具３０の明るさを変更するための第１調光コマン
ドである。一方、第２コマンドは、照明器具３０の明るさを維持するための第２調光コマ
ンドである。そして、制御部２３は、操作部２１によって照明器具３０の明るさを変更す
る操作指示が取得された場合に、第１調光コマンドを生成して第１送信間隔で照明器具３
０に繰り返し送信する。第１送信間隔は、操作部２１での操作を検知する時間等を考慮し
て定められる最小の時間であり、例えば、２００ｍｓｅｃである。一方、操作部２１が、
一定時間以上、操作指示を取得していない状態である場合に、第２調光コマンドを生成し
て第２送信間隔で照明器具に繰り返し送信する。第２送信間隔は、明るさの変化に対して
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人の視感度として違和感のない時間であり、例えば、１ｓｅｃである。
【００２６】
　具体的な操作として、例えば、調光ボタン（Ｕｐボタン２１ａ又はＤｏｗｎボタン２１
ｂ）が連続的に押下（長押し）された場合には、制御部２３は、照明器具３０の明るさを
段階的に変化させるために、第１送信間隔で繰り返し第１調光コマンドを送信する。繰り
返し送信される第１調光コマンドには、明るさを指定するパラメータが含まれる。このと
き、繰り返し送信される第１調光コマンドのそれぞれには、照明器具３０の明るさを段階
的に変化させるための異なるパラメータが含まれる。
【００２７】
　なお、制御部２３が生成するコマンドには、第１コマンド及び第２コマンドだけでなく
、他の種類のコマンドが含まれてもよい。例えば、第２送信間隔よりも長い第３送信間隔
で繰り返し送信する第３調光コマンドが含まれてもよい。例えば、第３調光コマンドは、
照明コントローラ２０と照明器具３０との間の通信路が正常な状態（通信できる状態）が
維持されていることを確認するためのコマンドである。第３送信間隔は、照明コントロー
ラ２０と照明器具３０との通信において一時的な通信断があっても調光制御として許容さ
れると考えられる時間であり、例えば、６０秒である。照明器具３０は、第３送信間隔で
繰り返し送信されてくる第３調光コマンドを受信できない場合に、照明コントローラ２０
と照明器具３０との間の通信路が異常（通信断）であると認識し、特定の点灯状態（例え
ば、内蔵の蓄電池による点灯）を保つことができる。
【００２８】
　また、照明コントローラ２０には、さらに、ＬＥＤ等で構成される表示部が備えられて
もよい。その表示部は、制御部２３による制御の下で、現在の調光レベルに対応する表示
をしてもよいし、操作部２１の操作に対応する表示をしてもよい。
【００２９】
　照明器具３０は、アンテナ３１、通信部３２、制御部３４及び光源３６を備える。
【００３０】
　通信部３２は、アンテナ３１を介して照明コントローラ２０との間で電波による送受信
をする通信インタフェースであり、例えば、無線ＬＡＮ用の通信アダプタである。
【００３１】
　光源３６は、制御部３４による制御の下で照明光を発する光源であり、例えば、調光回
路及びＬＥＤ等で構成される。
【００３２】
　制御部３４は、通信部３２を介して照明コントローラ２０から受信したコマンドに従っ
て、光源３６を制御する制御回路である。制御部３４は、例えば、不揮発性メモリ、不揮
発性メモリに格納された制御プログラムを実行するプロセッサ、揮発性メモリ、入出力ポ
ート及びタイマ等を有する１チップマイクロコンピュータである。
【００３３】
　次に、以上のように構成された本実施の形態における照明システム１０の動作について
説明する。
【００３４】
　図３は、本実施の形態の照明システム１０における照明コントローラ２０の特徴的な動
作を示すフローチャートである。ここでは、操作部２１による操作指示の取得状態に応じ
て照明コントローラ２０が照明器具３０に２種類の調光コマンド（第１調光コマンド及び
第２調光コマンド）のいずれかを送信する際の手順（「照明器具の制御方法」における制
御ステップ）が示されている。
【００３５】
　照明コントローラ２０では、まず、制御部２３は、操作部２１による操作指示の取得状
態を検知し、検知した取得状態に応じてコマンド（ここでは、２種類の調光コマンドのい
ずれか）を生成する（Ｓ１０）。例えば、制御部２３は、操作部２１によって照明器具３
０の明るさを変更する操作指示（Ｕｐボタン２１ａ、Ｄｏｗｎボタン２１ｂ又はＯｎ／Ｏ



(7) JP 6508597 B2 2019.5.8

10

20

30

40

50

ｆｆボタン２１ｃの押下）が取得された場合には、第１調光コマンドを生成する。第１調
光コマンドは、照明器具３０の状態を速やかに変更する必要があるコマンドとして予め定
められた第１コマンドの一例であり、照明器具３０の明るさを変更するためのコマンドで
ある。また、制御部２３は、操作部２１が、一定時間以上、操作指示を取得していない状
態である場合に、第２調光コマンドを生成する。第２調光コマンドは、照明器具３０の状
態を速やかに変更する必要がないコマンドとして予め定められたコマンドの一例であり、
照明器具３０の明るさを維持するためのコマンドである。
【００３６】
　そして、制御部２３は、第１調光コマンドを生成した場合には（ステップＳ１１で「第
１調光コマンド」）、生成した第１調光コマンドを、照明器具３０に、予め定められた第
１送信間隔で繰り返し送信する（Ｓ１２）。第１調光コマンドが送信されてきた照明器具
３０では、制御部３４は、通信部３２を介して第１調光コマンドを受信し、受信した第１
調光コマンドを解釈し、その結果、第１調光コマンドに従って光源３６を調光する。なお
、制御部３４は、所定の時間間隔以下の時間間隔（ここでは、第１送信間隔）で繰り返し
受信したコマンド（ここでは、第１調光コマンド）が同一である場合には、何の制御もし
ない（つまり、２回目以降に受信した完全に同一のコマンドを破棄する）。
【００３７】
　一方、第２調光コマンドを生成した場合には（ステップＳ１１で「第２調光コマンド」
）、制御部２３は、生成した第２調光コマンドを、照明器具３０に、予め定められた第２
送信間隔（＞第１送信間隔）で繰り返し送信する（Ｓ１３）。第２調光コマンドが送信さ
れてきた照明器具３０では、制御部３４は、通信部３２を介して第２調光コマンドを受信
し、受信した第２調光コマンドを解釈し、その結果、第２調光コマンドに従って光源３６
を調光（直前に指示した明るさを維持する制御を）する。なお、制御部３４は、所定の時
間間隔よりも長い時間間隔（ここでは、第２送信間隔）でコマンド（ここでは、第２調光
コマンド）を受信した場合には、たとえ受信したコマンドが直前に受信したコマンドと同
一であっても、受信したコマンドに従って実行する。
【００３８】
　このように、本実施の形態における照明システム１０によれば、コマンドの種類によっ
て照明コントローラ２０から照明器具３０に繰り返し送信される際の送信間隔が異なる。
よって、電波が届く範囲内に複数の照明コントローラを設置した場合であっても照明コン
トローラが発するコマンドの干渉が生じにくいことが確保される。
【００３９】
　また、照明器具３０の状態を速やかに変更する必要がある第１調光コマンドは、そのよ
うな必要がない第２調光コマンドよりも短い送信間隔で繰り返し送信される。よって、調
光コマンドの種類に依存して送信間隔を変えたことによって照明コントローラの操作者に
違和感を与えてしまうことが抑制される。
【００４０】
　図４は、本実施の形態の照明システム１０における照明コントローラ２０が繰り返し調
光コマンドを送信するケースの具体例を示す図である。ここには、ボタンによる具体的な
「操作」ごとに、その操作の「機能」、「調光コマンド」に含まれるパラメータ（「コマ
ンド種別」、「調光レベル」、「フェード時間」）、調光コマンドの「繰り返し送信にお
ける送信間隔と送信回数」が表形式で示されている。
【００４１】
　なお、図４の「操作」において、ボタンの「短押し」とは、予め定められた短い時間だ
けボタンが押下される状態を意味し、例えば、１０ｍｓｅｃ間隔で３回以上、かつ、５０
回未満の回数だけ連続して押下が検知される状態である。また、ボタンの「長押し」とは
、予め定められた時間よりも長くボタンが押下される状態を意味し、例えば、１０ｍｓｅ
ｃ間隔で５０回以上、連続して押下が検知される状態である。「無操作」とは、操作部２
１が操作されていない状態を意味し、例えば、いずれのボタンも１０ｍｓｅｃ間隔で３回
以上、連続して押下が検知されない状態である。
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【００４２】
　また、図４の「調光コマンド」に示されるように、調光コマンドは、本実施の形態では
、データフォーマットとして、先頭から、３つのパラメータ「コマンド種別」、「調光レ
ベル」及び「フェード時間」がこの順で含まれる構造を有する。「コマンド種別」は、コ
マンドの種別を示すパラメータであり、図４では調光コマンドを示す「調光」に設定され
た場合だけが示されているが、他のコマンド（例えば、照明コントローラ２０の識別子を
送信するコマンド）の種別に設定されてもよい。「調光レベル」は、照明器具３０の明る
さを指定するパラメータであり、ここでは、フル点灯の明るさ（最大の明るさ）を１００
（％）とした場合の明るさを指定する整数値に設定される。「フェード時間」は、現在の
明るさから「調光レベル」で指定した明るさにフェードさせながら変化させる場合の遷移
時間を指定するパラメータであり、例えば、ミリ秒（ｍｓｅｃ）単位の整数値に設定され
る。
【００４３】
　図４における各「操作」では、制御部２３は、次のようにして、調光コマンドを繰り返
し送信する。
【００４４】
　「Ｕｐボタン２１ａの短押し」を検知すると、制御部２３は、調光レベルを現在よりも
１％上げた調光コマンドを生成し、生成した調光コマンドを２００ｍｓｅｃ間隔で３回、
照明器具３０に繰り返し送信する。現在の調光レベルは、制御部２３の内部（不揮発性メ
モリ）に記憶している値である。このときの調光コマンドは、「コマンド種別」が「調光
」、「調光レベル」が「記憶値（内部に記憶している値）を１％上げた値」、「フェード
時間」が０（ｍｓｅｃ）に設定される。この送信は、無線通信を確実にするために、完全
に同一のコマンド（第１調光コマンド）を第１送信間隔で繰り返し送信するケースに相当
する。
【００４５】
　「Ｄｏｗｎボタン２１ｂの短押し」を検知すると、制御部２３は、調光レベルを現在よ
りも１％下げるための「調光コマンド」を生成し、生成した調光コマンドを２００ｍｓｅ
ｃ間隔で３回、照明器具３０に繰り返し送信する。基本的な処理は、「Ｕｐボタン２１ａ
の短押し」と同様である。
【００４６】
　「Ｕｐボタン２１ａの長押し」を検知すると、制御部２３は、「長押し」が継続してい
る間に、２００ｍｓｅｃ間隔で、一定の傾斜で調光レベルを連続的に上げていくための調
光コマンドを照明器具３０に繰り返し送信する。「一定の傾斜」とは、例えば、３秒間で
調光レベルが０～１００％変化する割合である。このときの調光コマンドは、「コマンド
種別」が「調光」、「調光レベル」が「２００ｍｓｅｃ間隔で段階的に上げた値」、「フ
ェード時間」が２００（ｍｓｅｃ）に設定される。この送信は、照明器具３０の明るさを
徐々に変化させるために、コマンドに含まれる「調光レベル」を段階的に変えながら、同
種のコマンド（第１調光コマンド）を第１送信間隔で繰り返し送信するケースに相当する
。そして、「長押し」の終了を検知すると、制御部２３は、最後に送信した調光コマンド
と同じ調光コマンドを２００ｍｓｅｃ間隔で３回、照明器具３０に繰り返し送信する。こ
の送信は、無線通信を確実にするために、完全に同一のコマンド（第１調光コマンド）を
第１送信間隔で繰り返し送信するケースに相当する。
【００４７】
　「Ｄｏｗｎボタン２１ｂの長押し」を検知すると、制御部２３は、「長押し」が継続し
ている間に、２００ｍｓｅｃ間隔で、一定の傾斜で調光レベルを連続的に下げていくため
の調光コマンドを照明器具３０に繰り返し送信する。基本的な処理は、「Ｕｐボタン２１
ａの長押し」と同様である。
【００４８】
　「Ｏｎ／Ｏｆｆボタン２１ｃをＯｎに」する操作を検知すると、制御部２３は、記憶し
ている調光レベルで照明器具３０を点灯させるための調光コマンドを生成し、生成した調
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光コマンドを２００ｍｓｅｃ間隔で３回、照明器具３０に繰り返し送信する。このときの
調光コマンドは、「コマンド種別」が「調光」、「調光レベル」が「記憶値」（内部に記
憶している値）、「フェード時間」が２００（ｍｓｅｃ）に設定される。この送信は、無
線通信を確実にするために、完全に同一のコマンド（第１調光コマンド）を第１送信間隔
で繰り返し送信するケースに相当する。
【００４９】
　「Ｏｎ／Ｏｆｆボタン２１ｃをｏｆｆに」する操作を検知すると、制御部２３は、照明
器具３０を消灯させるための調光コマンドを生成し、生成した調光コマンドを２００ｍｓ
ｅｃ間隔で３回、照明器具３０に繰り返し送信する。このときの調光コマンドは、「コマ
ンド種別」が「調光」、「調光レベル」が「０」、「フェード時間」が２００（ｍｓｅｃ
）に設定される。この送信は、無線通信を確実にするために、完全に同一のコマンド（第
１調光コマンド）を第１送信間隔で繰り返し送信するケースに相当する。
【００５０】
　「無操作」を検知すると、制御部２３は、「無操作」が継続している間、記憶している
調光レベルで照明器具３０を点灯させることを維持するための調光コマンドを生成し、生
成した調光コマンドを１０００ｍｓｅｃ間隔で照明器具３０に繰り返し送信する。このと
きの調光コマンドは、「コマンド種別」が「調光」、「調光レベル」が「記憶値」（内部
に記憶している値）、「フェード時間」が１０００（ｍｓｅｃ）に設定される。この送信
は、無線通信を確実にするために、完全に同一のコマンド（第２調光コマンド）を第２送
信間隔で繰り返し送信するケースに相当する。
【００５１】
　「電源投入」を検知すると、制御部２３は、記憶している調光レベルで照明器具３０を
点灯させるための調光コマンドを生成し、生成した調光コマンドを２００ｍｓｅｃ間隔で
３回、照明器具３０に繰り返し送信する。「電源投入」は、操作部２１による図示されて
いない電源ボタンによるオン操作、又は、電源投入による制御部２３のリセットにより、
制御部２３で検知される。このときの調光コマンドは、「コマンド種別」が「調光」、「
調光レベル」が「記憶値」（内部に記憶している値）、「フェード時間」が２００（ｍｓ
ｅｃ）に設定される。この送信は、無線通信を確実にするために、完全に同一のコマンド
（第２調光コマンド）を第２送信間隔で繰り返し送信するケースに相当する。
【００５２】
　図５は、図４の「Ｕｐボタン２１ａの短押し」の操作がされた場合の照明コントローラ
２０と照明器具３０とのやりとりを示す通信シーケンス図である。
【００５３】
　照明コントローラ２０では、制御部２３は、「Ｕｐボタン２１ａの短押し」を検知する
と（Ｓ２０）、調光レベルを現在（内部に記憶している値）よりも１％上げた調光コマン
ドを生成する（Ｓ２１）。このときの調光コマンドは、「コマンド種別」が「調光」、「
調光レベル」が「記憶値（内部に記憶している値）から１％上げた調光レベルＬ」、「フ
ェード時間」が０（ｍｓｅｃ）に設定される。そして、制御部２３は、生成した調光コマ
ンドを２００ｍｓｅｃ間隔で３回、照明器具３０に繰り返し送信する（Ｓ２２、Ｓ２４、
Ｓ２５）。
【００５４】
　照明器具３０では、制御部３４は、１回目に送信されてきた調光コマンドに含まれる調
光レベルＬが現在の値（内部に記憶している調光レベル）と異なることを検知し、光源３
６を調光レベルＬで点灯させる（Ｓ２３）。２回目及び３回目に送信されてきた調光コマ
ンドに対しては、制御部３４は、直前に受信した調光コマンドと完全に同一で、かつ、所
定の時間間隔（例えば、３００ｍｓｅｃ）以下での繰り返し受信であると認識し、それら
の調光コマンドを破棄する。なお、通信事情の悪化等によって１回目に送信されてきた調
光コマンドを受信できなかった場合には、制御部３４は、２回目に送信されてきた調光コ
マンドを検知できると、その２回目の調光コマンドに応答する。もし、２回目に送信され
てきた調光コマンドを受信できなかった場合には、制御部３４は、３回目に送信されてき
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た調光コマンドを検知できると、その３回目の調光コマンドに応答する。
【００５５】
　図６は、図４の「Ｕｐボタン２１ａの長押し」の操作がされた場合の照明コントローラ
２０と照明器具３０とのやりとりを示す通信シーケンス図である。
【００５６】
　照明コントローラ２０では、制御部２３は、「Ｕｐボタン２１ａの長押し」を検知する
と（Ｓ３０）、「Ｕｐボタン２１ａの長押し」が継続している間に、２００ｍｓｅｃ間隔
で、一定の傾斜で調光レベルを連続的に上げていくために、以下の処理を行う。
【００５７】
　まず、制御部２３は、現在の調光レベル（内部に記憶している調光レベル）から、一定
の傾斜で調光レベルを上げた場合に２００ｍｓｅｃ後にとるべき調光レベルＬ１を算出し
、算出した調光レベルＬ１をもつ第１回目の調光コマンドを生成する（Ｓ３１）。「一定
の傾斜」とは、例えば、３秒間で調光レベルが０～１００％変化する割合である。このと
きの調光コマンドは、「コマンド種別」が「調光」、「調光レベル」が「Ｌ１」、「フェ
ード時間」が２００（ｍｓｅｃ）に設定される。そして、制御部２３は、生成した調光コ
マンドを照明器具３０に送信する（Ｓ３２）。
【００５８】
　照明器具３０では、制御部３４は、送信されてきた調光コマンドに含まれる調光レベル
Ｌ１が現在の値（内部に記憶している調光レベル）と異なることを検知し、光源３６を調
光レベルＬ１で点灯させる（Ｓ３３）。
【００５９】
　２００ｍｓｅｃの経過後に、「長押し」が継続していることを検知した制御部２３は、
第１回目の調光コマンドと同様にして、一定の傾斜で上げた調光レベルＬ２をもつ第２回
目の調光コマンドを生成し（Ｓ３４）、照明器具３０に送信する（Ｓ３５）。
【００６０】
　照明器具３０では、制御部３４は、送信されてきた調光コマンドに含まれる調光レベル
Ｌ２が現在の値（内部に記憶している調光レベル）と異なることを検知し、光源３６を調
光レベルＬ２で点灯させる（Ｓ３６）。
【００６１】
　同様にして、照明コントローラ２０では、さらに一定の傾斜上げた調光レベルＬ３をも
つ第３回目の調光コマンドが生成され（Ｓ３７）、照明器具３０に送信される（Ｓ３８）
。照明器具３０では、光源３６が調光レベルＬ３で点灯される（Ｓ３９）。
【００６２】
　ここで、「Ｕｐボタン２１ａの長押し」が終了すると、その終了を検知した制御部２３
は、直前に算出した調光レベルＬ３を内部の不揮発性メモリに格納して記憶させる（Ｓ４
０）。そして、制御部２３は、最後に送信した調光コマンドと同じ調光コマンド（第３回
目の調光コマンド）を２００ｍｓｅｃ間隔で３回、照明器具３０に繰り返し送信する（Ｓ
４１～Ｓ４３）。これにより、通信事情の悪化等が発生した場合であっても、最終的な調
光レベルＬ３を指定した調光コマンドが繰り返し送信されるので、照明器具３０は、最終
的な調光レベルＬ３の点灯状態になり得る。
【００６３】
　なお、図６の通信シーケンス図では、「Ｕｐボタン２１ａの長押し」が継続している間
において、２００ｍｓｅｃ間隔で新たな調光コマンドが生成されたが（Ｓ３１、Ｓ３４、
Ｓ３７）、これらの調光コマンドは、最初の段階で、まとめて生成されてもよい。つまり
、最初に「Ｕｐボタン２１ａの長押し」が検知された時点で、調光レベルが現在の値から
一定の傾斜で、かつ、２００ｍｓｅｃ間隔でフル点灯に至るまでに用いられる可能がある
全ての調光コマンドが生成されてもよい。
【００６４】
　図７は、図４の「無操作」の場合における照明コントローラ２０と照明器具３０とのや
りとりを示す通信シーケンス図である。
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【００６５】
　照明コントローラ２０では、制御部２３は、「無操作」を検知すると（Ｓ５０）、「無
操作」が継続している間、記憶している調光レベルで照明器具３０を点灯させることを維
持するために、以下の処理を行う。
【００６６】
　照明コントローラ２０では、制御部２３は、「１ｓｅｃ間の無操作」を検知すると、現
在の調光レベルＬ（内部に記憶している調光レベルＬ）を参照することで、現在の調光レ
ベルＬをもつ調光コマンドを生成する（Ｓ５１）。そして、制御部２３は、生成した調光
コマンドを照明器具３０に送信する（Ｓ５２）。照明器具３０では、調光コマンドを受信
した制御部３４は、直前にコマンドを受信した時から所定の時間間隔（例えば、３００ｍ
ｓｅｃ）よりも長い時間が経過していると検知し、受信したコマンドに従って光源３６を
調光レベルＬで点灯させる（Ｓ５３）。
【００６７】
　照明コントローラ２０において「１ｓｅｃ間の無操作」が検知される限り、照明コント
ローラ２０及び照明器具３０では、上記ステップＳ５０～Ｓ５３と同様の処理が繰り返さ
れる（Ｓ５４～Ｓ５７、Ｓ５８～Ｓ６１）。
【００６８】
　このようにして、「無操作」が継続する限り、最後に送信された調光コマンドで指定さ
れた調光レベルをもつ調光コマンドが１ｓｅｃ間隔で繰り返し照明器具３０に送信され、
照明器具３０の点灯状態が維持される。
【００６９】
　以上のように、本実施の形態の照明システム１０では、照明コントローラ２０は、照明
器具３０に電波でコマンドを送信することで照明器具３０を制御する装置であり、通信部
２４、操作部２１及び制御部２３を備える。通信部２４は、照明器具３０と電波で通信す
る。操作部２１は、操作指示を取得する。制御部２３は、操作部２１による操作指示の取
得状態に応じてコマンドを生成し、生成したコマンドを、通信部２４を介して照明器具３
０に送信する。このとき、制御部２３は、取得状態に応じて第１コマンドを生成した場合
には、生成した第１コマンドを第１送信間隔で照明器具３０に繰り返し送信する。また、
制御部２３は、取得状態に応じて第２コマンドを生成した場合には、生成した第２コマン
ドを第１送信間隔とは異なる第２送信間隔で照明器具３０に繰り返し送信する。
【００７０】
　これにより、コマンドの種類によって、照明コントローラ２０から照明器具３０に繰り
返し送信される際の送信間隔が異なる。よって、電波が届く範囲内に複数の照明コントロ
ーラを設置した場合であっても照明コントローラが発するコマンドの干渉が生じにくいこ
とが確保される。
【００７１】
　また、第１コマンドは、照明器具３０の状態を速やかに変更する必要があるコマンドと
して予め定められたコマンドであり、第２コマンドは、照明器具３０の状態を速やかに変
更する必要がないコマンドとして予め定められたコマンドである。そして、第１送信間隔
は、第２送信間隔よりも短い。
【００７２】
　これにより、照明器具３０の状態を速やかに変更する必要がある第１調光コマンドは、
そのような必要がない第２調光コマンドよりも短い送信間隔で繰り返し送信されるので、
操作者に苛立ち又は違和感を与えてしまうことが抑制される。
【００７３】
　また、第１コマンドは、照明器具３０の明るさを変更するための第１調光コマンドであ
り、第２コマンドは、照明器具３０の明るさを維持するための第２調光コマンドである。
そして、制御部２３は、操作部２１によって照明器具３０の明るさを変更する操作指示が
取得された場合に、第１コマンドを生成して第１送信間隔で照明器具３０に繰り返し送信
する。また、制御部２３は、操作部２１が、一定時間以上、操作指示を取得していない状
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態である場合に、第２コマンドを生成して第２送信間隔で照明器具３０に繰り返し送信す
る。
【００７４】
　これにより、照明器具３０の明るさを変更する必要がある第１調光コマンドは、そのよ
うな必要がない第２調光コマンドよりも短い送信間隔で繰り返し送信される。よって、調
光操作に関して操作者に苛立ち又は違和感を与えてしまうことを抑制したうえで、複数の
照明コントローラが発するコマンドの干渉が抑制される。
【００７５】
　また、操作部２１は、照明器具３０の明るさを変更するための調光ボタン、及び、照明
コントローラ２０の動作をオンオフするオンオフボタンを有する。そして、操作部２１は
、調光ボタン又はオンオフボタンに対する操作を、照明器具３０の明るさを変更する操作
指示として、取得する。
【００７６】
　これにより、照明器具３０の明るさを変更する操作、及び、照明コントローラ２０の動
作をオンオフする操作がされた場合に、照明器具３０の明るさを変更する第１調光コマン
ドが第１送信間隔で繰り返し照明器具３０に送信される。
【００７７】
　また、第１調光コマンドには、照明器具３０の明るさを指定するパラメータが含まれ、
第１送信間隔で繰り返し送信される第１調光コマンドのそれぞれには、照明器具３０の明
るさを段階的に変化させるための異なるパラメータが含まれる。
【００７８】
　これにより、第１調光コマンドの繰り返し送信によって、照明器具３０の明るさを徐々
に変化させるフェードが実現される。
【００７９】
　また、本実施の形態における照明器具の制御方法は、照明器具３０に電波でコマンドを
送信することで照明器具３０を制御する照明コントローラ２０による照明器具３０の制御
方法である。そして、操作指示の取得状態に応じてコマンドを生成し、生成したコマンド
を照明器具３０に送信する制御ステップを含む。制御ステップでは、取得状態に応じて第
１コマンドを生成した場合には、生成した第１コマンドを第１送信間隔で照明器具３０に
繰り返し送信する。一方、取得状態に応じて第２コマンドを生成した場合には、生成した
第２コマンドを第１送信間隔とは異なる第２送信間隔で照明器具３０に繰り返し送信する
。
【００８０】
　これにより、コマンドの種類によって、照明コントローラ２０から照明器具３０に繰り
返し送信される際の送信間隔が異なる。よって、電波が届く範囲内に複数の照明コントロ
ーラを設置した場合であっても照明コントローラが発するコマンドの干渉が生じにくいこ
とが確保される。
【００８１】
　以上、本発明に係る照明コントローラ及び照明器具の制御方法について、実施の形態に
基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の主
旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、実施の
形態における一部の構成要素を組み合わせて構築される別の形態も、本発明の範囲内に含
まれる。
【００８２】
　例えば、上記実施の形態では、第１送信間隔で繰り返し送信する第１コマンド、及び、
第２送信間隔で繰り返し送信する第２コマンドの例として、調光コマンドが説明されたが
、第１コマンド及び第２コマンドは調光コマンドに限定されない。具体例として、第１コ
マンドは、無線通信のペアリングのために照明コントローラ２０が自らの識別子を第１送
信間隔（例えば、１００ｍｓｅｃ間隔）で繰り返し照明器具３０に送信するペアリング用
コマンド（コマンド種別が「ペアリング」）であってもよい。また、第２コマンドは、無
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を第２送信間隔（例えば、１０ｓｅｃ間隔）で繰り返し照明器具３０に送信する通信確認
用コマンド（コマンド種別が「通信確認」）であってもよい。
【００８３】
　また、上記実施の形態では、照明コントローラ２０が繰り返し照明器具３０に送信する
コマンドの例が説明されたが、照明コントローラ２０が送信するコマンドには、１回だけ
送信されるコマンドが含まれてもよい。つまり、照明コントローラ２０の制御部２３は、
操作部２１による操作指示の取得状態に応じて、又は、照明コントローラ２０の動作状態
に応じて、所定のコマンドを１回だけ照明器具３０に送信してもよい。
【００８４】
　また、上記実施の形態では、第１送信間隔で送信される第１調光コマンドとして、照明
器具３０の明るさを変更するコマンドが例示され、第２送信間隔で送信される第２調光コ
マンドとして、照明器具３０の明るさを維持するコマンドが例示された。しかしながら、
第１調光コマンド及び第２調光コマンドは、これらの種類のコマンドに限られない。例え
ば、第１調光コマンドは、１００ｍｓｅｃ間隔（第１送信間隔）で送信される、照明器具
３０の明るさを短時間で変更するためのコマンド（例えば、フェード時間が０ｍｓｅｃの
調光コマンド）であってもよい。そして、第２調光コマンドは、５００ｍｓｅｃ間隔（第
２送信間隔）で送信される、照明器具３０の明るさをより長い時間で変更するためのコマ
ンド（例えば、フェード時間が５００ｍｓｅｃの調光コマンド）であってもよい。このよ
うな分類であっても、調光コマンドの種類によって送信間隔が異なるので、複数の照明コ
ントローラを設置した場合であっても照明コントローラが発するコマンドの干渉が生じに
くいことが確保される。
【００８５】
　また、本発明は、上記実施の形態で説明した照明コントローラ及び照明器具の制御方法
として実現できるだけではない。本発明は、照明コントローラ及び照明器具から構成され
る照明システムとして実現してもよい。さらに、本発明は、上記制御方法をコンピュータ
に実行させるプログラム、及び、そのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な
ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体として実現してもよい。
【符号の説明】
【００８６】
　２０　照明コントローラ
　２１　操作部
　２３　制御部
　２４　通信部
　３０　照明器具
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